
 

障がい者就労支援推進業務に係る公募型プロポーザル質問回答書  

回答：障がい福祉課  

№  質  問  項  目  質  問  内  容  回答  

１  実施要領  

３．参加資格について  

「（７）令和２年度から令和６年度の間に

おいて、同種または類似の業務委託を、国

や地方公共団体からの受託実績が１件以上

あること。」とありますが、雇用援助事業

や農福連携事業なども実績として該当しま

すでしょうか？  

本業務では  

①企業向けの障がい者就労支援推進の啓発  

②職場体験実習受入可能企業等の開拓及びコン

サルティング  

③職場体験実習のマッチング  

の３点について重点的に取り組みます。  

ご質問の事業の内容が、これらを全部または一

部含む受託実績であれば、同種または類似の業

務として該当します。  

２  仕様書  

４．業務内容について  

（３）職場体験マッチング業務の実施項目

は、下記３点の認識で間違いないでしょう

か？  

①実習希望の障がい者と、実習受入企業を

募る  

②マッチング会を開催  

③各企業と実習希望者の職場体験実習の日

程調整を行う  

お見込みのとおりです。  

以上  


